
財 務 諸 表 に 対 す る 注 記 

 

 「公益法人会計基準」（平成 20 年 4 月 11 日 平成 21 年 10 月 16 日改正 内閣府公益認定等委

員会）を採用している。 

 

１．重要な会計方針 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

ア 満期保有目的の債券については、原則として償却原価法によることとしているが、取得

価額と債券金額との差額について重要性が乏しい場合は、償却原価法を適用していない。 

イ その他有価証券のうち、市場価格のあるものについては、時価をもって貸借対照表価額

としている。 

 

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

貯蔵品、商品及び出版物については、個別法によっている。 

 

(3) 固定資産の減価償却の方法 

ア 機械装置、車両運搬具及び什器備品については、定率法によっている。 

イ 建物、建物附属設備、構築物及びその他の無形固定資産 (ソフトウエア) については定

額法によっている。ただし、建物附属設備及び構築物のうち平成 28年 4月 1 日前に取得し

たものについては、定率法によっている。 

ウ リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によ

っている。 

 

(4) 引当金の計上基準 

ア 賞与引当金については、給与に関する規程に基づき職員に支給する賞与に充てるため、

支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。 

イ 退職給付引当金については、職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債

務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。 

なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づいて計算している。 

 

(5) リース取引の処理方法 

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によ

っている。ただし、リース期間が 1 年以内の取引及び 1 件当たりのリース料総額が 300 万

円以下の取引については、リース資産に重要性が乏しいため、賃貸借取引に係る方法に準じ

て会計処理を行っている。 

 

(6) 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。 

 

２．リース取引関係 

(1) ファイナンス・リース取引 

 



  ① 所有権移転ファイナンス・リース取引 

該当なし。 

  ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

リース資産の内容 

     ａ その他固定資産 

       通信機器類である。 

     ｂ 賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っているリース資産 

通信機器類及び医療機器である。 

未経過リース料 

        １ 年 内   194,440 円 

        １ 年 超   137,592 円 

        合   計   332,032 円 

 

(2) オペレーティング・リース取引 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 

    １ 年 内  1,619,200 円 

    １ 年 超   536,250 円 

    合   計  2,155,450 円 

 

３．会計方針の変更 

該当なし。 

 

４．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 

（単位 円）  

科 目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

基本財産     

 定期預金 500,000 0 0 500,000 

   小 計 500,000 0 0 500,000 

特定資産     

 基金積立資産     

  普通預金 10,516,182 105,241,242 0 115,757,424 

  定期預金 108,440,000 0 0 108,440,000 

  投資有価証券 690,245,000      0 104,600,000 585,645,000 

 寄付金積立資産     

  定期預金 2,000,000 0 0 2,000,000 

   小 計 811,201,182 105,241,242 104,600,000 811,842,424 

   合 計 811,701,182 105,241,242 104,600,000 812,342,424 

 備考 基金積立資産(809,842,424 円)のうち愛知県からの出捐金は、806,842,424 円である。 

 

 



５．基本財産及び特定資産の財源等の内訳 

  基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 

（単位 円）  

科 目 当期末残高 (うち指定正味財産からの充当額) (うち一般正味財産からの充当額) (うち負債に対応する額) 

基本財産     

 定期預金 500,000 (500,000) (0) － 

   小 計 500,000 (500,000) (0) － 

特定資産     

 基金積立資産     

  普通預金 115,757,424 － － (115,757,424) 

  定期預金 108,440,000 － － (108,440,000) 

  投資有価証券 585,645,000 － － (585,645,000) 

 寄付金積立資産     

  定期預金 2,000,000 (0) (2,000,000) － 

   小 計 811,842,424 (0) (2,000,000) (809,842,424) 

   合 計 812,342,424 (500,000) (2,000,000) (809,842,424) 

 

６．担保に供している資産 

  該当なし。 

 

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 

（単位 円）  

科   目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 

建物 16,503,342 14,232,242 2,271,100 

建物附属設備 18,160,533 17,001,085 1,159,448 

構築物 56,265,474 52,542,980 3,722,494 

機械装置 3,069,544 3,069,534 10 

車両運搬具 16,253,179 15,442,190 810,989 

什器備品 80,573,453 70,374,076 10,199,377 

リース資産 3,835,608 2,374,424 1,461,184 

その他の無形固定資産 26,881,522 21,165,965 5,715,557 

合  計 221,542,655 196,202,496 25,340,159 

 

８．保証債務等の偶発債務 

  該当なし。 

 

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

  満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。 

 



（単位 円）  

科   目 帳簿価額 時 価 評価損益 

愛知県債(23/011) 20,000,000 20,118,000 118,000 

大阪府債(361 回) 49,965,000 50,570,000 605,000 

大阪府債(365 回) 389,688,000 394,719,000 5,031,000 

大阪府債(373 回)  40,000,000  40,808,000 808,000 

大阪府債(400 回) 46,000,000 47,076,400 1,076,400 

京都府債(25/4) 39,992,000 40,780,000 788,000 

合  計 585,645,000 594,071,400 8,426,400 

 

10．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 

  該当なし。 

 

11．基金及び代替基金の増減額及びその残高 

  該当なし。 

 

12．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 

  該当なし。 

 

13. 関連当事者との取引の内容 

  該当なし。 

 

14. 金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

公益目的事業及び法人会計における費用の財源の一部を運用益によって賄うため、地方債

及び国債により資産運用する。 

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

金融商品による資産運用の方法は地方債及び国債であり、発行体の信用リスクにさらされ

ている。 

 

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制 

① 財産管理運用規程に基づく取引 

資産運用は、財産管理運用規程に基づき行う。 

 ② 信用リスクの管理 

    発行体の状況を定期的に把握することにより、信用リスクを管理する。 

 

15. 重要な後発事象 

  該当なし。 

 

 

 


